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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 14 条第 1 項の規定に基づき，認定産業標準作成機関である一般財団法人

日本規格協会（JSA）から，産業標準の案を添えて日本産業規格を制定すべきとの申出があり，経済産業

大臣が制定した日本産業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認に

ついて，責任はもたない。 

 

JIS C 5381 規格群（低圧サージ防護デバイス）は，次に示す部で構成する。  

JIS C 5381-11 第 11 部：低圧配電システムに接続する低圧サージ防護デバイスの要求性能及び試験方

法  

JIS C 5381-12 第 12 部：低圧電源システムに接続するサージ防護デバイスの選定及び適用基準  

JIS C 5381-21 第 21 部：通信及び信号回線に接続するサージ防護デバイス（SPD）の要求性能及び試験
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JIS C 5381-22 第 22 部：通信及び信号回線に接続するサージ防護デバイス（SPD）の選定及び適用基準  

JIS C 5381-31 第 31 部：太陽電池設備の直流側に接続するサージ防護デバイスの要求性能及び試験方
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JIS C 5381 規格群（低圧サージ防護用部品）は，次に示す部で構成する。  

JIS C 5381-311 第 311 部：ガス入り放電管（GDT）の要求事項及び試験回路  
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JIS C 5381-341 低圧サージ防護デバイス用サージ防護サイリスタ（TSS）の試験方法  
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日本産業規格（案）       JIS 

 C 5381-332：0000 

 (IEC 61643-332：2024) 

低圧サージ防護部品ー第 332 部： 

金属酸化物バリスタ（MOV)の選定及び適用基準 

Components for low-voltage surge protection - Part 332:  

Selection and application principles for metal oxide varistors (MOV) 

 

序文 

この規格は，2024 年に第 1 版として発行された IEC 61643-332 を基に，技術的内容及び構成を変更する

ことなく作成した日本産業規格である。 

1 適用範囲 

この規格は，交流 1 000 V 以下，又は直流 1 500 V 以下の電源線路，通信回線及び信号回線に適用する金

属酸化物バリスタ（以下，MOV という。）の動作原理，選定及び適用に関する原則について規定する。MOV

は，過渡過電圧から装置，人又はその両方を防護することを目的としたサージ防護部品（SPCs）で

ある。 

この規格は，二つの電極及び電圧依存抵抗をもち，分離器あり又はなしの MOV に適用する。MOV を含

む組立品及び組立が MOV の特性へ与える影響については適用しない。 

この規格は，特に酸化亜鉛形の MOV について規定する。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

IEC 61643-332:2024，Components for low-voltage surge protection - Part 332: Selection and application 

principles for metal oxide varistors (MOV)（IDT） 

なお，対応の程度を表す記号“IDT”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“一致している”こと

を示す。 

2 引用規格 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項

を構成している。これらの引用規格のうち，西暦年を付記してあるものは，記載の年の版を適用し，その

後の改正版（追補を含む。）は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は，その最新版（追補を含む。）

を適用する。 

JIS C 5381-11:2014，低圧サージ防護デバイス－第 11 部：低圧配電システムに接続する低圧サージ防

護デバイスの要求性能及び試験方法 

注記 対応国際規格における引用規格：IEC 61643-11:2011, Low-voltage surge protective devices - Part 



2 

C 5381-332：0000 (IEC 61643-332：2024) 

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

11: Surge protective devices connected to low-voltage power systems - Requirements and test methods 

JIS C 5381-331:2021，低電圧サージ保護の構成部品－第 331 部：酸化金属バリスタ（MOV）の性能要

求事項及び試験方法 

注記 対応国際規格における引用規格：IEC 61643-331:2020 (b)，Components for low-voltage surge 

protection - Part 331: Performance requirements and test methods for metal oxide varistors (MOV) 

JIS C 62368-1，オーディオ・ビデオ，情報及び通信技術機器－第 1 部：安全性要求事項 

注記 対応国際規格における引用規格：IEC 62368-1，Audio/video, information and communication 

technology equipment -- Part 1: Safety requirements  

JIS C 60664-1，電圧電力システム内装置用絶縁協調－第 1 部：基本原則，要求事項及び試験低電圧電

力システム内の装置のための絶縁協調–第 1 部:原則，要求事項及び試験 

注記 対応国際規格における引用規格：IEC 60664-1，Insulation coordination for equipment within low-

voltage supply systems - Part 1: Principles, requirements and tests 

IEC 61051-1:2018，Varistors for use in electronic equipment - Part 1: Generic specification 

3 用語，定義，図記号及び略語 

3.1 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，次による。 

3.1.1 定格 

3.1.1.1  

定格（rating） 

それを超えると MOV に損傷が発生する可能性がある能力又は条件の限界 

注釈 1 条件の限界は，最大又は最小のいずれかでよい。 

3.1.1.2  

単一インパルスの最大電流，ITM［single-impulse (transient) maximum current，ITM］ 

規定する波形の単一インパルスで MOV に通電してもよい電流の最大定格値 

注釈 1 低圧配電システムに接続するサージ防護デバイス（SPD）（JIS C 5381-11:2014）では，最大放電

電流 Imax を用いる。 

（出典：JIS C 5381-331:2021 の 3.1.1.2） 

3.1.1.3  

公称放電電流，In（nominal discharge current，In） 

MOV を流れる 8/20 電流波形の電流波高値 

（出典：JIS C 5381-331:2021 の 3.1.1.3） 

3.1.1.4  

最大連続使用電圧，VM（maximum continuous voltage，VM） 

規定温度で連続的に MOV に印加してもよい最大電圧 

注釈 1 UC又は MCOV（最大連続使用電圧）と呼んでもよい。 

注釈 2 図 1 を参照。 

（出典：JIS C 5381-331:2021 の 3.1.1.7） 
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3.1.1.5  

最大連続使用交流電圧，VM(AC)（maximum continuous AC voltage，VM(AC)） 

規定温度で連続的に印加してもよい交流電圧の実効値（全高調波ひずみ 5 %未満）の最大値 

（出典：JIS C 5381-331:2021 の 3.1.1.8） 

3.1.1.6  

最大連続使用直流電圧，VM(DC)（maximum continuous DC voltage，VM(DC)） 

規定温度で連続的に印加してもよい直流電圧の最大値 

（出典：JIS C 5381-331:2021 の 3.1.1.9） 

3.1.1.7  

最大放電電流，Imax（maximum discharge current，Imax） 

製造業者の仕様による SPD を通過する波形 8/20 のサージ電流波高値 

注釈 1 Imaxは，In以上である。 

（出典：JIS C 5381-11:2014 の 3.1.48） 

3.1.1.8  

クラス I 試験でのインパルス放電電流，Iimp（impulse discharge current for class I test，Iimp） 

規定する時間に規定する電荷量 Q 及び規定する比エネルギーW/R で，SPD に流れる放電電流の波高値 

（出典：JIS C 5381-11:2014 の 3.1.10） 

3.1.1.9  

定格平均消費電力，PM（rated average dissipation power，PM） 

周囲温度 25 °C で MOV に印加可能な繰返しパルスの最大平均消費電力 

（出典：IEC 61051-1:2018 の 3.23） 

3.1.2 特性 

3.1.2.1  

特性（characteristics） 

MOV の固有かつ測定可能な性質 

（出典：JIS C 5381-331:2021 の 3.1.2.1） 

3.1.2.2  

待機電流，ID（standby current，ID） 

MOV に最大連続使用電圧 VMを印加したときに流れる電流 

注釈 1 MOV に最大連続使用電圧 VM未満を印加したときに流れる電流は，漏れ電流という。 

（出典：JIS C 5381-331:2021 の 3.1.2.2） 

3.1.2.3  

バリスタ電圧，VV（varistor voltage，VV） 

規定電流（代表的には 1 mA）を規定時間 MOV に通電し，測定した MOV の両端電圧 

注釈 1 MOV 製造業者は，電流を指定する。それ以外の場合は，通常 20 ms～100 ms の間 1 mA

の直流を用いる。  

注釈 2 図 1 参照。 

［出典：JIS C 5381-331:2021 の 3.1.2.3 を変更(注釈 1 及び注釈 2 を追加）］ 
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図 1－MOV の V-I特性 

3.1.2.4  

制限電圧，VC（clamping voltage，VC） 

クラス電流（ICLS）及び規定波形の条件下で測定する MOV のピーク電圧 

注釈 1 これは IEC 61051-1:2018 で定義している。JIS C 5381-331 で定義する VCとは異なる。 

3.1.2.5  

クラス電流，ICLS（class current，ICLS） 

印加時間間隔が 30 秒で 100 パルス印加可能な最大ピーク電流の 1/10 の大きさをもった 8/20 電流イン

パルスの電流ピーク値 

注釈 1 最大ピーク電流は，25 ℃の周囲温度で与えられる回数を MOV に印加可能なパルスの最大電流

で，IEC 61051-1 3.18 で定義している。 

（出典：IEC 61051-1:2018 の 3.21） 

3.1.2.6  

静電容量，CV（capacitance，CV） 

製造業者が指定する周波数，電圧及び時間で測定した MOV の両端の静電容量 

（出典：JIS C 5381-331:2021 の 3.1.2.6） 

3.1.2.7  

SPD 

サージ電圧を制限し，サージ電流を分流することを目的とした，1 個以上の非線形素子を内蔵している

デバイス 

（出典：JIS C 5381-11:2014 の 3.1.1） 
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3.1.2.8  

SPC 

過度の電圧及び電流サージを迂回又は制限して，敏感な機器及び回路を潜在的な損傷から防護すること

を主な機能とする個別部品 

注釈 1 例として，MOV，GDT，SIT，ABD，TSS などがある。 

3.1.2.9  

金属酸化物バリスタ，MOV［metal oxide varistor (MOV)］ 

一定の温度におけるコンダクタンスが電圧とともに急激に増大する金属酸化物の焼結混合物からなる非

線形抵抗器 

注釈 1 これは，電圧依存抵抗器（VDR）ともいう。  

注釈 2 ある電圧を超えると急激に抵抗値が低下する，電圧非直線性能に優れた抵抗体である。 

注釈 3 その他の規格では，バリスタともいう。 

（出典：JIS C 5381-331:2021 の 3.1.2.7 を変更） 

3.1.2.10  

過熱保護付き金属酸化物バリスタ（thermally protected metal oxide varistor） 

過度の電力損失によって MOV が過熱状態になったとき回路から切り離すため，復帰不能で直列に接続

する機構を含むバリスタ 

（出典：JIS C 5381-331:2021 の 3.1.2.8） 

3.1.2.11  

非線形電流指数，β（non-linearity current index，β） 

IEC 61051-1 の 3.3 の式（1）から求まる次の式で定義する指数 

  (1) 

 

注釈 1 計算の便宜上，式（2）を用いてもよい:。 

  (2) 

注釈 2 β は常に 1 未満である。 

（出典：IEC 61051-1:2018 の 3.4） 

3.1.2.12  

非線形性電圧指数，γ（non-linearity voltage index，γ） 

非線形性電流指数 β の逆数 

注釈 1 γ は必ず 1 よりも大きくなる。 

注釈 2 バリスタの業界及び文献では，通常，非線形性電圧指数は γ ではなく α で表される。 

（出典：IEC 61051-1:2018 の 3.5） 

3.1.2.13  

交流待機電流，IAC（AC standby current，IAC） 

d
β

d

I U

U I
= 

10 1 2

10 1 2

log ( )
β

log ( )

U U

I I
=
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最大連続使用交流電圧 VM（AC）を印加したときに MOV に流れる電流 

3.1.2.14  

直流待機電流，IDC（DC standby current，IDC） 

最大連続使用直流電圧 VM(DC)を印加したときに MOV に流れる電流 

（出典：JIS C 5381-331:2021 の 3.1.2.9） 

3.2 図記号及び略語 

3.2.1 図記号 

図 2 及び図 3 はそれぞれ，MOV 及び過熱保護付き MOV に対する図記号を示す。 

 

図 2－MOV の図記号 

 

図 3－過熱保護付き MOV の図記号 

注記  IEC 60027 では，記号 V 及び記号 v は，電圧だけを示す限定的な記号として推奨している。しか

し MOV 部品の分野では，記号 V 及び記号 v を非常に広く用いるため，この規格では U 及び u 

よりも優先して用いている。 

3.2.2 略語 

ESD 静電気放電（Electrostatic Discharge） 

GDT ガス入り放電管（Gas Discharge Tube） 

IC 集積回路（Integrated Circuit） 

IT 情報技術（Information Technology） 

注記 この規格では，IT 機器として使用している。 

IT 絶縁-接地のフランス語 [Isole-Terre（French for Isolated-Earth）] 

MCOV 最大連続使用電圧（Maximum Continuous Operating Voltage） 

MOV 金属酸化物バリスタ（Metal Oxide Varistor） 

SMD 表面実装部品（Surface Mount Device） 
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SPC サージ防護部品（Surge Protective Component） 

SPD サージ防護デバイス（Surge Protective Device） 

TCO サーマルカットオフ（Thermal Cut off） 

TOV 一時的過電圧（Temporary Overvoltage） 

TN 接地-中性線 のフランス語[Terre-Neutre（French for Earth-Neutral）] 

TT 接地-接地フランス語[Terre-Terre(French for Earth-Earth）] 

4 一般 

MOV の機能の基礎となるセラミックスは非常に複雑なため，MOV の性能は技術及び製造プロセスに依

存する。したがって，電気性能及び特性（許容差，インパルス耐量など）は，製造業者によって異なるこ

とがある。電気性能及び特性に関連する用語の説明を附属書 A に示す。 

5 構造 

代表的な MOV は，適切な添加物を加えた酸化亜鉛の円板状の焼結体からなる。他に用いられている種

類は，角形，管状，積層構造などがある。MOV は，銀合金又は他の金属からなる金属電極をもつ。電極は，

用いる金属に応じて，スクリーン印刷及び焼き付け又は他のプロセスによって焼結体に形成してもよい。

MOV は，多くの場合，電極に半田付けしたリード線又は他の端子をもつ。 

MOV の基本的な伝導メカニズムは，焼結プロセス中に形成される酸化亜鉛結晶粒界における半導体バ

リアに起因する。MOV は，端子間の直列及び並列の組合せで作用する多くの結晶粒界をもつ部品と考え

てもよい。代表的な MOV の断面図を図 4 に示す。 

 

図 4－MOV の微細構造の概略図 

6 機能 

6.1 動作原理 
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MOV は，端子間を流れるサージ電流が数桁にわたって変化する間に，端子間の電圧変化を比較的小さ

く維持する特性をもつ。この非線形の動作によって，線路と接地との間に接続する機器に並列接続したと

きにサージ電流を分流し，線路と接地との間の電圧を，線路と接地との間に接続した機器を保護する値に

保持することが可能である。MOV の両端の電圧は，サージ電流が流れている間，通常の回路電圧よりもあ

る程度高いレベルに保持する（ただし，保護は維持する）。そのため，サージを分流している間に，MOV

内でエネルギーを消費する。 

MOV の材料は，薄い粒子間材料で分離した酸化亜鉛粒から成る。酸化ビスマス及び他の金属酸化物は，

結晶粒間の境界を構成し，酸化亜鉛粒子間で半導体バリアを形成する。材料の基本的な特性は，粒子間の

単一界面を横切る電圧降下がほぼ一定で，粒度に依存しない。図 5 は，一方向の伝導での V-I 特性の代表

的な例であり，逆方向も同様である。 

図 5 の曲線の電圧及び電流は，10-2 A 未満の場合は直流電流を用いて，電流が 100 A を超える場合は 8/20

電流を用いて測定した。 

 

図 5－代表的なバリスタ V-I曲線（対数グラフ） 

MOV の電気的動作は，図 5 の V-I 特性及び図 6 の等価回路構成部品を参照することで，次のように理解

可能である。 

1) 漏れ電流領域：MOV の両端の電圧がバリスタ電圧（VV）を下回るとき，非線形抵抗 Rx は，高抵抗

状態に近づき，並列抵抗 Roff が主な構成要素となる。図 6 の例では，Roff の値が非常に高いため，

MOV は，ほぼ開回路状態になる。 

2) バリスタ動作領域：非線形抵抗 Rxはかなり小さく，線形漏れ抵抗 Roffよりもかなり低いため，Roffは

無視してもよいが，Rxは Ronよりも大きいままである。可変抵抗 Rx は，電流及び電圧に関する乗則

に従って，抵抗変化が連続的に減少する。この領域では，VV がむしろ一定のままで，電流は数桁上
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昇する。 

3) 大電流領域：大電流では，直列抵抗 Ron は，MOV 全体の抵抗の重要な部分となり，Ron の値によっ

て漸近線となる電圧上昇が生じる。MOV の粒界部は，この領域で基本的に短絡状態になる。 

図 5 及び図 6 で与えるパラメータは，説明の目的だけで示す。 

 

図 6－MOV の等価回路モデル 

 

交流又は信号が印加される条件下及びサージ条件下では，図 6 のリアクタンス素子（L 及び C）は，MOV

の動作に重大な影響を及ぼすことがある。並列静電容量 C は，直流待機電流よりも大きい電流を流すこと

がある。リード線の直列インダクタンス L は，急峻な波形のサージ電流を流す際に部品端子に現れる電圧

を増大させることがある。この誘導電圧降下は，電圧波形のオーバーシュートとして現れ，MOV 応答の遅

れとして現れることがある。 

周囲温度，及び／又は動作条件若しくはサージによって MOV 内に発生する温度上昇は，制限電圧にほ

とんど影響を与えない。ただし，気温の上昇に伴い待機電流が上昇する。したがって，条件によって構成

部品の定格を超えるような温度が発生する場合は，MOV 適用箇所の熱設計を考慮しなければならない。 

6.2 MOV の過熱保護 

過熱保護手段は，MOV を通る電流が小さく，過電流保護手段が動作しない場合，及び MOV が極度の過

熱を引き起こすのに十分な大電流で，極度な高温に達する場合に効果的になる。次の例は，MOV を分離す

るための過熱保護手段を適用する状況を示す。 

1) 電力周波数の過電圧が発生した場合，交流待機電力消費が増加する。これによって，MOV が過熱す

ることがある。 

2) MOV が定格を超えるストレスを受ける場合，劣化故障モードになることがある。MOV が著しく劣

化すると，待機時の消費電力が増加し，過熱を引き起こすことがある。 

3) 電源インピーダンスが比較的高く，利用可能な故障電流が小さすぎて過電流保護手段を動作させる

ことができない場合，短絡モードに故障した MOV が過熱することがある。 

サージ過渡現象が過熱保護手段の動作特性に及ぼす影響を評価するためには，更に作業する必要がある。 
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6.3 故障モード 

6.3.1 一般 

限られた条件の統計値による予測を超える，電力周波数の過電圧又は過大なサージが発生する場合，及

び MOV で過剰なエネルギーが消費される場合を考慮しなければならない。このような過剰なストレスは，

他の部品と同様，MOV を故障させる可能性がある。MOV の破壊モードは，ストレスの種類及び程度に依

存する。この細分箇条で説明する MOV の故障モードは，短絡，劣化，開放，及び制限電圧の増加である。 

故障の結果が軽減されない場合，機器又は人員に危険を及ぼす可能性があるため，MOV の故障モード

を説明するために“安全側の故障モード”という用語を用いることは推奨しない。使用者によっては，故

障した MOV の最も望ましい状態は，保護機能を維持する低抵抗であると考える。一方，故障した MOV が

短絡を誘発しないように，高抵抗状態への故障を好む使用者もいる。“安全側の故障モード”は，使用者に

よって逆のことを意味するため，6.3.2，6.3.3，6.3.4 に示す用語だけで MOV 故障を記載することを推奨す

る。 

故障した MOV に大電流が流れると，はんだ付けした接続部が溶けたり，構成部品が飛散したりするこ

とがある。このような最終的な故障モードは，一般的に望ましくないため，MOV を切り離し，回路から障

害を除去するために，過熱保護手段若しくは過電流保護手段，又はその両方を設けることが一般的である。 

6.3.2 短絡故障モード 

この故障モードでは，電流による過熱によって機械的損傷が生じることがある。MOV には，電極間にパ

ンチスルーホールが形成され，酸化亜鉛材料の一部が金属形態に還元されることがある。損傷領域以外で

は，MOV は正常な V-I 特性を示すことがある。したがって，図 6 の等価電気回路では，故障した MOV の

並列抵抗成分の Roffは，はるかに低い値になる。故障した MOV を回路から切り離して室温で測定すると，

非線形指数は 1～2 になる。一般的な値は，10 Ω 以上のオーダーとなることがある。この値は，故障時の

温度が高いほど低くなることがある。 

6.3.3 劣化故障モード 

機能的故障を起こさない過電圧ストレスでも，MOV の V-I 特性に顕著な変化を引き起こすことがある。

劣化故障モードでは，MOV の Vv は，初期値の 90 %未満になる。 

Vv の劣化は，MOV の直流待機電流及び交流待機電力消費の増加に関連することがある。劣化を続ける

と，過熱及び早期故障につながることがある。参考までに，直流バイアス条件下での MOV 耐久性評価に

おける Vv の変化を附属書 B に示す。したがって，使用者は，電圧定格が不適切な MOV を選択しないよ

うに注意する。 

劣化は，図 6 の等価回路における並列抵抗 Roff の数値の減少によるものとして説明してもよい。このよ

うな変化は，V-I 特性の低電流領域だけに影響し，MOV は，引き続きサージ防護機能を維持することに，

注意することが重要である。 

この破壊モードに対する評価結果は，試験を実施する電流密度に敏感である。具体的には，選択した電

流が低すぎる場合，使用可能な MOV を不必要に拒否することがある。通常，MOV のサイズに関係なく 1 

mA の試験電流を，全ての MOV に適用する。ただし，より理想的な数値は，電流ではなく電流密度に基づ

くことが望ましい。Vv が上昇する場合でも，制限電圧が相関して上昇するとは限らないことに注意するこ

とが望ましい。代わりに，制限電圧を個別に測定することが望ましい。 
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6.3.4 開放及び制限電圧増加故障モード 

交流主電源の防護に用いる MOV の V-I 特性は，通常，防護動作領域では非常に安定している。ただし，

電極，リード，はんだ又は他の接続が破損したり，又は MOV が割れたりすると，図 6 の等価回路で直列

抵抗成分 Ronが事実上大きくなり，MOV が開放になることがあるこの故障モードでは，外観の機械的損傷

がほぼ必ず現れるため，開放電圧状態となった MOV の位置は，目視検査によって，特定可能である。推

奨する故障の定義は，一つは，制限電圧の初期値の 120 %を超える状態で，二つ目は，開放電圧状態であ

る。 

7 適用 

7.1 MOV の基本的な適用 

7.1.1 適用回路 

電気・電子機器の端子電圧を制限するための MOV の適用には，適切な特性をもつ MOV を選定し，電

気回路内でその MOV を適切に配置する必要がある。さらに，MOV の下流側の電気部品は，MOV が提供

する制限電圧に対して適切な定格でなければならない。通常，下流側の部品の許容電圧範囲に従って，適

切な制限電圧をもつ MOV を選定する。 

MOV を定圧交流電力システムに適用する最も一般的な電気構成を，図 7 に示す。一つの MOV を用いる

場合，通常は充電相と中性線との間の接続（図 7 の“1”を参照）で，このモードの過電圧サージを制限す

る。サージは，中性線と接地との間（図 7 の“3”参照）及び充電相と接地との間（図 7 の“2”参照）に

も同時に，又は個別に発生することがある。図 7 に示すように，一部の適用では，3 本の線路の全ての間

に MOV を設置することがある。過電流保護手段又は過熱保護手段，又はその両方を追加することが望ま

しい。 

 

図 7－MOV の接続例（簡略化） 

注記 図示していないが，過電流保護手段及び/又は過熱保護手段を用いることも可能である。 

 

MOV の仕様例及び特定の回路への適用例を，附属書 C，附属書 D 及び附属書 E に記載する。 

7.1.2 動作の適合性 

MOV は，交流線路の非接地導体と機器の接地導体，接地経路，又は接地した金属部品との間に接続して

もよい。その目的は，サージ電圧による損傷から絶縁を保護する，又は空間距離間のフラッシオーバを防

止しすることである。ただし，特定の適用では，MOV を介する漏れ電流の経路に関連する安全上の懸念を

考慮しなければならない。これらの懸念の一つは，待機電流に関連している。 

充電相 

中性線 

接地 
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MOV の内部半導体障壁に関連する静電容量及び内部抵抗は，結果として，待機電流に影響する。直流回

路だけの場合，抵抗部分が待機電流に影響する。交流電源回路の場合，内部静電容量及び抵抗の両方が影

響する。待機電流は，温度によって変化し，MOV のサイズ及びエネルギー処理能力にも関係する。 

MOV を流れる待機電流は，システム内の他の待機電流とともに，待機電流レベル及び特定の MOV の適

用に関連する他の条件に応じて，感電のリスク，又は電流の反応レベルに関連する人的傷害の危険性を高

めることがある。 

JIS C 5381-331 では，MOV を流れる待機電流を測定する試験方法を規定している。 

7.1.3 電圧制限 

MOV の推定制限電圧は，図 1 に似た V-I 曲線を作成することで確認可能である。6 kV の開放電圧にて，

0.5 kA 及び 3 kA の短絡電流が発生する例のように，試験サージ発生器で可能な全てのアウトプットのコ

ンビネーションで負荷直線を表現することが可能である。MOV の最大制限電圧曲線は，製造業者の仕様

から得ることが可能である。試験条件と MOV サイズとの組合せのために，負荷直線と制限電圧曲線との

交点は，ピーク動作の予測点を表す。予測値は，試験によって検証することが望ましい。 

同じ規定電流及び同じ電圧定格において，より大きな直径の MOV は，より小さな直径の MOV よりも

低い電圧で制限する傾向がある。使用者は，MOV を用いる回路のスペース及び性能の目標に最も適合す

るサイズを選択することが望ましい。 

7.1.4 MOV の選定 

7.1.4.1 一般 

MOV は，システムの最大電源電圧，インパルス電流定格，動作温度，制限電圧などの一連の性能基準の

範囲から選択する。附属書 F は，各種の規格で定義している MOV の特性を記載している。 

ほとんどの用途では，MOV の選定は次の六つのステップで実施する。 

a) 7.1.4.2：MOV に必要な最大連続使用電圧を決定する 

b) 7.1.4.3：適用箇所のピーク過渡電流を決定する 

c) 7.1.4.4：適用箇所に必要な制限電圧を提供する MOV のサイズを選定する 

d) 7.1.4.5：必要な場合，MOV のエネルギー定格を評価する 

e) 7.1.4.6：必要な場合，消費電力を決定する 

f) 7.1.4.7：適用箇所に熱切り離し機構が必要かどうかを判断する 

特定の用途ための MOV の選定は，幾つかの決定要因のバランスが必要である。VV が高すぎる MOV を

選定すると，許容できない制限電圧が発生し，下流の機器が破損することがある。VVが低すぎる MOV を

選定すると，消費電力が増加し，待機電流が増加して MOV の寿命が短くなることがある。電源システム

の電圧及び電圧変動の許容差も考慮することが望ましい。 

使用者は，交流又は直流の電圧条件が高いとき，過剰に動作するような低い制限電圧の MOV を選定す

る場合，注意することが望ましい。この場合，MOV の定格を超える長時間の動作によって，防護する機器

の正常な動作を妨げ，MOV が過熱して寿命が短くなることがある。 

通常，熱切り離し機構を用いた MOV は，一時的過電圧（TOV）状態が発生することがある電源回路に

用い，これらの過熱保護機付き MOV の性能も考慮することが望ましい。 



13 

C 5381-332：0000 (IEC 61643-332：2024) 

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

上記の他に， 7.1.4.2，7.1.4.3，7.1.4.4，7.1.4.5，7.1.4.6 及び 7.1.4.7 は，一般的な指針及び例を示してい

るが，あくまで一般的な指針である。 

各 MOV は，特定の用途及び製造業者の推奨事項に従って選定することが望ましい。附属書 G 及び附属

書 H は，機器及び SPD に対する各 MOV の選定フローチャートを示す。 

7.1.4.2 MOV に必要な最大連続使用電圧の決定 

適切な MOV を選定する際に考慮する最初のパラメータは，最大連続使用電圧 VM である（UC又は MCOV

ともいう）。このパラメータは，主に MOV を用いるシステムの電源電圧に基づいている。通常の電圧変動

時に MOV がバリスタ動作領域（図 5 を参照）に入らないようにするために，選定した MOV は，システ

ムの通常の電源電圧よりも高い最大連続使用電圧をもたなければならない。一般に，システムの通常の電

源電圧よりも 20 %高い VM が妥当な設計手法であるが，業界及び安全規格が定める他の電圧要求事項では，

より高い VMを要求することがある。 

安全規格では，交流電源に接続する MOV に必要な，連続使用電圧を義務付けることがある。例えば，

JIS C 62368-1 の G.8.1 では，MOV の VMが機器の定格電圧の 1.25 倍以上（125 %）であることを要求して

いる。例えば，電源システムが交流 220 V，TT 系統（中性線は電源側で接地し，電気機器の保護接地は機

器側で接地する電源システム）に接続する機器用の MOV を選定する場合，安全規格では，定格が交流 230 

V×125 %＝交流 287.5 V 以上の MOV を要求する。機器に交流電圧範囲がある場合，VMは定格電圧範囲の

上限電圧の 1.25 倍以上としなければならない。例えば，機器の電圧範囲が交流 90 V～250 V と表示してい

る場合，最大連続使用電圧は交流 250 V×125 %≒交流 313 V となる。 

JIS C 62368-1 に適合するように設計した IT 機器において注意すべき一つの項目は，機器の銘板に表示

する最大連続使用電圧である。例えば，120 V/230 V と表示する機器，及び 100 V～240 V と表示する機器

の VMの違いを考えてみる。動作交流電圧 120 V/230 V と表示する機器の場合，VMは交流 230 V×125 %≒

交流 288 V となる。電圧範囲 100 V～240 V と表示する機器の場合，VMは交流 240 V × 125 %≒ 交流 300 

V となる。このように，機器の動作電圧をどのように表示するかを知ることが重要である。このことは，

表示する電圧範囲に一般的な 10 %の電圧変動を含む場合は，更に複雑である。例えば，IT 機器の表示が交

流 90 V～交流 264 V の場合，VMは交流 264 V の 125 %に基づいている必要がある。 

7.1.4.3 適用場所のピーク過渡電流の決定 

交流主電源から直接電力を供給する機器の場合，JIS C 60664-1 は図 8 に示すように過渡電圧を分類す

る。 
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図 8－過電圧カテゴリ 

■ 過電圧カテゴリⅣは，設備の引込口で用いるためのものである。交流主電源が 150 V を超え，300 V 以

下の場合，1.2/50 インパルス耐電圧の要求値は，6 kV である。 

注記 1 このような機器の例は，電力計，一次過電流保護手段及びリップル制御ユニットである。 

■ 過電圧カテゴリⅢは，固定設備内の機器のためのもので，機器の信頼性及び有用性に関して特別な要

求事項を課す場合に該当する。交流主電源が 150 V を超え，300 V 以下の場合，1.2/50 インパルス耐電

圧の要求値は，4 kV である。 

注記 2 このような機器の例は，固定設備内のスイッチ，及び固定設備に恒久的に接続している産

業用機器である。 

■ 過電圧カテゴリⅡは，固定設備から電力を供給するエネルギー消費機器のためのものである。このよう

な機器に信頼性及び有用性に関して特別な要求事項を課す場合には，過電圧カテゴリ III を適用する。

交流主電源が 150 V を超え，300 V 以下の場合，1.2/50 インパルス耐電圧の要求値は，2.5 kV である。 

注記 3 このような機器の例は，家電機器，可搬形工具，その他家庭用及び類似機器である。 

■ 過電圧カテゴリ I は，主電源に直接接続していない機器用である。交流主電源が 150 V を超え，300 V

以下の場合，1.2/50 インパルス耐電圧の要求値は，1.5 kV である。 

注記 4  一時的過電圧を考慮して回路を設計していない限り，過電圧カテゴリ I の機器を主電源に

直接接続することは不可能である。 

IEC 61051-2/AMD1 では，開回路電圧波形 1.2/50，短絡電流波形 8/20 試験発生器をカテゴリ電圧に設定

し，2 Ωの仮想インピーダンスで，これらのカテゴリ電圧を電流に変換している。したがって，交流主電

源が 150 V を超え，300 V 以下の場合，次のようになる。 

■ カテゴリ IV は 8/20 で 3 kA 
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■ カテゴリ III は 8/20 で 2 kA 

■ カテゴリ II は 8/20 で 1.25 kA 

■ カテゴリ I は 8/20 で 750 A 

開回路電圧波形 1.2/50，短絡電流波形 8/20 発生器での試験では，MOV の制限電圧によってピーク電流

が減少する。交流主電源が 150 V を超え，300 V 以下で用いる MOV の場合，発生器のピーク電流は，次の

ようになる。 

■ カテゴリ IV は 8/20 で 2.5 kA 

■ カテゴリ III は 8/20 で 1.5 kA 

■ カテゴリ II は 8/20 で 1 kA 

■ カテゴリ I は 8/20 で 500 A 

 

図 9－14 mm の MOV のインパルス電流及び繰返し試験データ例 

 

過電圧カテゴリに応じた過電圧は単一の事象ではなく，機器の寿命中に何度も発生することがある。図

9 に示す繰返しパルスのグラフでは，一例として，く（矩）形波-電流パルスを用いている。8/20 電流イン

パルスの波頭長の立ち上がりは比較的遅いため，その影響は，波尾長と同じ 20 μs のく（矩）形波電流パ

ルスに似ている。同じピーク電流の場合，波頭長と波尾長との時間差がはるかに大きいインパルスは，波

尾長と同じ継続時間をもつパルスよりも，はるかに大きい電荷値及びエネルギーになる。 

インパルス電流の繰返しのグラフは，選定した MOV が，その寿命期間中に想定するパルス数に耐える

ことを確認する上で不可欠である。 
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例えば，交流 230 V の電源システムにおいて，過電圧カテゴリがⅡの交流主電源に接続した機器に MOV

を用いると仮定する。JIS C 60664-1 では，1.2/50 インパルス耐電圧 2.5 kV（電圧が交流 150 V を超え，交

流 300 V 以下の場合）を要求し，IEC 61051-2/AMD1 では，MOV は，電圧交流 300 V 以下の場合，開回路

電圧波形 1.2/50 で，2.5 kV/，短絡電流波形 8/20 で 1.25 kA のコンビネーションパルスに耐えなければなら

ないと規定している。電流パルスの継続時間が 20 μs（8/20 電流パルスから），電流パルスが 1.25 kA の場

合，図 9 は，MOV が約 7 回～8 回のパルスに耐えることを示している。機器がより多くのパルスに耐える

必要がある場合，別の（通常よりも大きなサイズの）MOV を用いなければならない。 

7.1.4.4 適用箇所に必要な制限電圧を提供するための MOV のサイズの選定 

必要な最大連続使用電圧及び 8/20 のピーク電流を決定すると，設計者は，MOV のサイズを決定するこ

とで，MOV の制限電圧を決定可能である。絶対最大制限電圧の要求事項がある場合（例えば，変圧器，コ

ンデンサなどの下流の構成部品に最大耐電圧定格がある場合），MOV のサイズを大きくすると，特定の電

流でのピーク制限電圧が低下する。図 10 は，それぞれのサイズに対して約 10 %の制限電圧低減を示して

いる。 

 

図 10－10 mm，14 mm，20 mm の MOV 電圧電流特性の例 

 

一般的に，最大連続使用電圧又は MCOV と必要な 8/20 のピーク電流とから求めた MOV のサイズで十

分である。 
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例えば，下流側の構成部品の耐電圧が 700 V 以下で，最大電流インパルスが 1.25 kA(7.1.4.3 から）の場

合，20 mm の MOV では制限電圧が約 680 V から 690 V になるが，10 mm 及び 14 mm の MOV では，それ

ぞれ約 750 V 及び 850 V の制限電圧になる。10 mm 及び 14 mm は，制限電圧が下流側の構成部品に対して

高すぎるため，この適用は適していない。 

7.1.4.5 MOV のエネルギー定格の評価 

ほとんどの場合，MOV の選定は，7.1.4.2，7.1.4.3，7.1.4.4 で十分であるが，さらに，MOV の定格エネル

ギーを用いて適合性を判断することも可能である。これは，MOV の定格エネルギーと MOV 適用箇所のイ

ンパルスのエネルギーとを比較することによって行われる。IEC 61051-1 では，EM は MOV の定格エネル

ギー値で，10/1 000 電流パルス又は周囲温度 25 ℃で 2 ms のく（矩）形波パルスを MOV に 1 回通電した

とき，MOV が耐えることが可能な最大パルス・エネルギーである。インパルスのエネルギー値は，MOV

の定格エネルギー値以下としなければならない。 

MOV によって吸収するおおよそのエネルギーを決定するために，インパルスの形状，インパルス電流

及び制限電圧を次のように用いる。 

  

ここで， E： MOV の定格エネルギー（J） 

 VC： 制限電圧 

 I： ピーク電流 

 K： 波形に基づく定数 

 τ： パルス幅 

電流インパルス印加中は，バリスタ電圧波形がほぼ一定であると仮定すると，K 値とパルス幅は電流波

形だけに基づく。K 値は，図 11 に示すような様々な波形に対して導びかれ，複雑な波形は，幾つかに分割

し，次いで，合計する。 

  

( ) ( )
0

K
T

C CE V c t i t t V I τ=      
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波形 サージ電流の波形式 K a) 

 

 0.637 

 

 0.5 

 

 0.86 

 

/1,44
PK

t τI e−  1.4 

 

 1.0 

注 a) 25～40 の非線形指数 α（3.1.2.12 の注釈 2 を参照）を基に 
 

図 11－各種波形の K 値 

図 12 に示すように，5/50 波形の電流インパルス 100 A が指数関数的な波形であるとする。次に，波形を

二つの部に分ける。一つは 0 μs～5 μs の場合，もう一つは 5 μs ～50 μs の場合である。 

 

図 12－例としての 5/50 指数波形 
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これによって，5/50 波形の合計のエネルギーは次式になる:。 

ETotal = E0-5μS + E5-50μS 

E0-5μS = K Vc I T = 0.5 × Vc × 100 A × 5 μs 

E5-50μS = K Vc I T = 1.4 × Vc × 50 A × 45 μs 

エネルギー定格は MOV のインパルス電流耐量及び制限電圧の結果である。図 13 の黒線で示す単一イン

パルスのエネルギーは，広いパルス幅の範囲にわたって，ある程度一定であり，データシートの 2 ms 定格

エネルギーの値に近い。図 13 のグラフは，一般的に製造業者のデータシートには見られず，情報のために

ここに示している。 

 

図 13－様々なパルス繰返しにおける MOV パルスエネルギーとパルス幅との関係 

7.1.4.6 電力損失，エネルギー要求事項及びパラメータ 

7.1.4.6.1 インパルスの要求事項 

インパルスの種類（単一又は繰返し）及びその継続時間は，MOV の電力損失に対する性能に影響する。 

単一インパルスの場合，短時間事象は，MOV 熱容量によって評価することが望ましく，これは MOV エ

ネルギー定格（単位ジュール）に関連する。ただし，MOV エネルギー定格は単一インパルスの場合であ

り，繰返しインパルスの場合は低減しなければならない。 

例えば，インパルス間に冷却がある場合，10 回の繰返しインパルスのエネルギー定格は，単一インパル

スのエネルギー定格の約 30 %である。CIGRE 549（工学用途の雷パラメータ）によれば，多重雷撃と後続

電流とからなる雷放電は構成要素（複数の短時間雷撃）の総エネルギーをもつ単一インパルスと考えるこ

とが望ましい。 

繰返しインパルスは，インパルス間に冷却時間がある場合，繰返し回数が増えるにつれて電流耐量が減
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少する。電流耐量が下がると，制限電圧も下がる。インパルス継続時間を長くすると，電流耐量も減少す

る。 

7.1.4.6.2 一時的過電圧（TOV）の要求事項 

MOV を電源に直接接続する場合，誤った MOV の選定，MOV の劣化又は TOV 事象による過熱によっ

て，発火リスクを引き起こす可能性がある。TOV の状態は，配電システムの故障が原因で生じ，電源電圧

が，公称電源電圧範囲を超えて上昇する。JIS C 60364-4-44:の箇条 442 は，TN，TT，及び IT 配電システム

に基づく L-N 間，L-E 間，及び N-E 間の TOV 定格を示す。JIS C 5381-11:2014 の附属書 B（TOV 定格）で

は，北米及び日本の TOV 試験の要求事項を追加している。関連する変数が多いため，統一した TOV 試験

はない。交流 230 V の厳しい条件の TOV 電圧は，交流約 1 500 V で 0.2 秒間，交流約 400 V で 5 秒間と 120

分との両方である。 

電源電圧のピーク値よりも高い直流放電開始電圧をもつ GDT を MOV と直列に接続することで，MOV

の継続的な電力損失を防ぐことが可能である。L-E 間及び N-E 間の MOV を保護する目的で，JIS C 62368-

1 では，高い直流放電開始電圧の GDT を IT 機器の MOV と直列に接続することを規定しており，これに

よって，JIS C 5381-11 の TOV 試験が不要になる。L-N 間に二つの MOV を直列に接続することは，JIS C 

62368-1 で規定する単一故障試験の潜在的な解決策である。JIS C 5381-11 に適合する SPD は，過大な電流

が流れたときに故障した SPD への接続を開路させるために，内部分離器又は外部分離器のいずれかを指定

する。 

7.1.4.6.3 パラメータ 

インパルスの間隔が既知のパラメータである特定の用途では，平均消費電力を用いて，MOV の適合性

を判断することが可能である。実際の MOV の消費電力は，動作電圧によって生じる基本的な消費電力 P0

［通常の動作状態での消費電力（図 5 の漏れ領域）］及び，場合によっては周期的なエネルギーの吸収によ

る平均からなる。製品仕様から最大許容動作電圧に適合する MOV を選択すると，P0 は無視することが可

能である。周期的なエネルギー吸収は，次の平均消費電力を生じる。 

 

ここで， E： 単一パルスのエネルギー（ジュール） 

 T： 用途で分かっている場合，2 個のパルス間の間隔（秒） 

この式を T について解くことによって，定格平均消費電力 PM を超えることなく，エネルギーを再度印

加するまでに経過しなければならない最小時間 τmin を計算することが可能である（このパラメータは通常

MOV 製造業者によって指定する）。 

 

単一パルスのエネルギーはインパルス電流の最大値によって影響を受けるため，設計者は MOV が最大

許容電流に近い電流で，複数インパルスを通電不可能であることを考慮することが望ましい。例えば，図

9 は，MOV に波形 8/20 で，4 000 A のパルスを印加する場合，二つのインパルスの間隔に関係なく，別の

パルス（波形 8/20 で，4 000 A）に耐えられないことを示している。 

また，MOV は，PM において恒久的に“動作”してはならないことに留意することが望ましい。これら

は，MOV の寿命が短くなる可能性があるので，電圧安定化，一時的過電圧などの“静的”な消費電力には

E
P

T
=

min
M

E
τ

P
=
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適していない。 

このような長時間にわたる事象のためには，MOV を損傷から保護するための他の措置を講じなければ

ならない。適切なバリスタ電圧の MOV を選定するか，又は高い直流放電開始電圧の GDT を MOV と直列

に接続することが望ましい。L-E 間及び N-E 間の保護の場合，JIS C 62368-1 では，IT 機器内で MOV と直

列に高い直流放電開始電圧の GDT とを接続することを要求しており，これによって，TOV への要求事項

は適用されない。 

7.1.4.7 過熱保護付き MOV 

過熱保護付き MOV は，MOV と熱切り離し機構（TCO）とを直列に接続したもので，通常は単一の統合

部品として提供するが，個別の部品として提供する場合もある。保護性能は通常，電流と熱切り離し機構

の動作時間とのグラフとして示す。この配置は，寿命の尽きた MOV を分離して開回路になるオープン回

路モード機能である。過熱した MOV を分離すると，機器は保護されない状態になる。このため，電力 SPD

用の短絡モード機能が開発されています。この場合，SPD が短絡してローカルヒューズ又は電源回路ブレ

ーカーが作動する。これは保護の継続性には有利であるが，一部の重要な用途で必要な電源の継続性には

反する。このような短絡配置は，電力配電線と通信線との間で電源障害が発生した場合に機器を保護する

ための通信用ガス入り放電管（GDT）に既に用いられている。 

交流用 SPD の場合，JIS C 5381-11:2014 の 8.3.8.1 及び 8.3.8.2 で，TOV 試験を要求している。JIS C 62368-

1 は，交流電源に接続する機器用 MOV 部品に，同じ JIS C 5381-11 の TOV 試験を用いると規定している。

過熱保護付き MOV は，TOV 過負荷中に電流の流れを遮断するために用いてもよいが，熱的に動作する連

結部は，TOV 電圧において危険ではない方法で開放することが可能でなければならない。交流主電源の 2

倍を印加する JIS C 62368-1 の G.8.2.2 バリスタ過負荷試験は，過熱保護付き MOV を用いるための選択肢

である。 

7.1.5 故障影響の軽減 

7.1.5.1 一般 

他の電子部品と同様に，MOV は，電気的な過度のストレスを受けた場合，一般に短絡モードで故障する

可能性がある。MOV の短絡故障の影響は，MOV の実装状態及び故障後に流れる故障電流などを含む幾つ

かの変数に依存して，パッケージの激しい破裂から持続する発熱まで様々となる可能性がある。故障電流

は，回路中の電源インピーダンスに依存する可能性がある。 

一般的に，MOV の短絡故障の影響を軽減するためには三つの方法がある。第 1 は，電流に直接的に反応

する過電流保護手段を用いることである。例えば，ヒューズ及びリセット可能な回路遮断器がある。第 2

は，MOV 自体に発生する熱に反応する過熱保護手段を用いることである。例えば，1 回動作の熱切り離し

機構（ヒューズのような），自動又はリセット可能なサーモスタット，サーミスタなどである。第 3 は，

MOV の過熱及び／又は破裂の影響が封じ込められるように MOV をパッケージする（筐体などで覆う）こ

とである。 

図 14 は，過電流保護手段及び過熱保護手段を電気的に接続するための二つの方法を示す。方法 a)は，保

護した機器がさらなるサージを受けないように，MOV と負荷との両方を電源から分離する。方法 b)は，

MOV だけを分離し，給電は継続するため，機器は動作が可能である。機器の種類及び用途によっては，い

ずれかの方法が他方よりも適している場合がある。例えば，方法 a)では，負荷電流の要求事項によって過

電流保護の定格は低く制限されるが，方法 b)では，過電流保護の定格選定の際に負荷電流は考慮しない。

一方，方法 b)は，いずれの場合でも，保護手段（過電流又は過熱）は，MOV が分流することが可能な（す
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なわち，そのままの状態を保つ）過渡サージに耐えなければならない。そうでない場合，保護手段は不必

要に動作し，機器が保護されない状態となる可能性がある。加えて，方法 b)では，保護手段の抵抗及びイ

ンダクタンスが，回路全体の制限電圧に可算されることに注意することが望ましい。 

 

方法 a) ラインと直列に保護手段を接続 

 

方法 b) MOV と直列に保護手段を接続 

図 14－MOV ヒューズ接続例 

以上のことから，方法 a)又は b)のいずれかが，必ずしも他よりも優れていると示すのは適切ではないこ

とは明らかである。過電流保護手段又は過熱保護手段の動作を示す表示器を望む場合は，異なった手法が

考えられる。 

過電流保護手段の定格電流の選択は，負荷の要求事項（過電流保護手段が負荷と直列である場合），及び

想定する過渡電流にその手段が耐える（すなわち開路しない）必要性などの要因によって，下限に制限さ

れる。これらの要因は，過電流保護手段の有用性を制限する可能性がある。さらに，過熱保護手段も必要

になる場合がある。 

7.1.5.2 過電流保護 

過電流保護は，MOV が低インピーダンスになることで生じる過大な電流を遮断する。 

過電流保護は，電源インピーダンスが比較的低い場合，すなはち MOV が短絡モードで故障したとき，

MOV に流れる電流が比較的高い場合に最も効果的である。この場合，過電流保護は過熱保護に比べて動

作が速いという利点がある。これは，過熱保護が機能するには熱伝導に時間を要するためである。一般的

にヒューズは，特に熱動式など，幾つかの種類の回路遮断器（ブレーカー）よりも動作が速いことに注意

することが望ましい。遮断器の種類に関係なく，過電流保護で生じる故障電流に適したものが望ましい。 

I2t 定格は通常，過電流保護の動作特性を表すために用いる。I2t 定格は通常，過渡サージよりも長時間の

事象に基づく（図 15 を参照）。例えば，3 A の速断ヒューズの溶断曲線は，0.01 s で 46 A の溶断電流を示

し，これは I2t が 21 A2s に相当することを示している。 
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図 15－速断ヒューズ及び時間遅れヒューズの時間電流特性 

過電流保護手段を適用するには，サージ電流に対する定格を確立する必要がある。例えば，MOV 及び他

のサージ防護部品の特性評価に用いる標準インパルスは，8/20 の電流波形である。このインパルスの I2t 積

分は計算可能である。波高値 1 000 A の 8/20 インパルス波形での I2t は 20 A2s に近いことが分かる。 

実験結果から，8/20 電流波形でのヒューズ溶断電流波形から求めた I2t は，溶断時間 0.01 s に対する I2t

定格値とほぼ一致する可能性があることを示している。この関係は，速断タイプ及び時間遅れタイプの両

方に当てはまる。しかし，特定の電流では，同じタイプのグループ内の一部のヒューズは，他よりも多く

のサージ繰返しに耐えるという，ヒューズ溶断の統計的性質を理解することが望ましい。さらに，繰り返

しサージを受けた後にヒューズが容易に動作することを避けるため，サージ電流はヒューズの I2t 定格に

対応する電流値の 25 %を超えないことが望ましい。言い換えれば，例えば 3 kA のサージに数回耐えるよ

うに選択したヒューズは，750 A のサージに何倍も耐えると予測可能である。 

ヒューズの動作は，ヒューズワイヤを溶かすのに十分な故障電流が流れるときに行われる。このときに

生じる電圧の上昇は，短絡故障を起こすことなく MOV を過熱する可能性がある（使用者は不適切な電圧

定格の MOV を選択しないように注意が必要である）。特定の要求事項がない限り，MOV の電圧定格は電

力システムの公称交流電圧よりも 25 %以上の余裕を確保することが望ましい。 

7.1.5.3 ハウジング 

MOV 故障及び過熱の影響は，MOV を可燃性材料から隔離する，MOV をきょう（筐）体の開口部から



24 

C 5381-332：0000 (IEC 61643-332：2024) 

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

離して配置する，及び/又は MOV を頑丈な不燃性又は難燃性のきょう（筐）体内に収容することで，軽減

してもよい。 

MOV 故障の影響を軽減する手段として，過電流保護，過熱保護，適切なハウジング，又はこれら三つの

組合せを用いるかどうかの選択は，特定の用途によって異なる。一般に，MOV 故障の影響を軽減するため

に用いる手段の有効性を判断するには，完全な製品で懸念する故障モードを模擬する試験を行うことが望

ましい。 

7.1.6 故障までの動作 

7.1.6.1 一般 

この規格に記載する MOV 定格は，特定のサージ環境で確実に機能する特定の種類（形状）を使用者が

推定するのに役立つ。明らかに，この推定は一般化した記載から想定した実際の環境に依存する。 

7.1.6.2 サージ環境に適合する MOV 

使用環境において，サージが MOV に及ぼす累積的な影響を評価する手順を次に示す。その手法は，特

定の振幅の繰り返しサージに基づいて，サージ環境のモデルを構築する。これによって，指定した種類（形

状）及び直径の MOV における，定格パルス寿命の年間消耗率の計算が可能となる。よって，定格寿命が

設計目標として選択した時間内で消耗しない MOV の選択が可能となる。 

この手順は，引込口に設置した SPD 及び短い分岐回路に設置した SPD の定格寿命の消耗時間の計算に

用いる。分岐回路の配線は，高インピーダンスによってサージ電流を制限する傾向があるため，引込口の

SPD は負荷側の SPD よりも大きい雷電流の影響を受けることが分かっている。したがって，引込口近くの

MOV には，分岐回路の MOV よりも大きなサージ電流耐量が必要である。 

この手順を用いる使用者は，想定する年間サージ発生率及び電圧レベルには，全ての波形が含まれるこ

とに注意することが望ましい。年間サージのモデルを構築する場合，8/20 インパルスの効果をもつサージ

の割合の値を想定する必要がある。100 kHz の波形で表すその他のサージは，一般的な MOV の定格寿命

をほとんど消費しないため，この想定は非常に重要である。また，中程度のばく（曝）露など，ばく（曝）

露レベルを想定する必要がある。一方，ばく（曝）露と実際のサージ発生率とは，非常に広い範囲で変化

する可能性がある。明らかに，この手順は有効であるが，環境に関する想定の不正確さによって，得られ

る推定値の精度は制限される。 

この手順は，適用可能な MOV 性能規格への適合の代替となるとは意図しないが，追加の有益な MOV 選

定基準になる可能性がある。特定の要求事項がない場合，この手順は，信頼性のある動作のために MOV

定格を選択し，様々なサイズの MOV を比較するための合理的で保守的な手法を表す。 

7.1.7 接地及びボンディング 

7.1.7.1 一般 

MOV は，交流電源回路導体と機器の接地導体との間，又は接地導体に接続する機器の接近可能な金属

部に接続してもよい。これらの MOV は，絶縁をサージ電圧から防護する役割を果たす。通常の線間電圧

条件下では，絶縁は人への感電のリスクを低減する。しかし，MOV を接続している場合，次の条件下で

は，経路にサージ電流が侵入することによって感電のリスクが増加することがある。 

a) サージの大きさ，持続時間，及び電源経路のインピーダンスによって，サージ自体が感電のリスクを

もたらす。 
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b) 機器の接近可能な金属部が確実に又は積極的に接地していない。 

c) MOV は，接地した電源導体及び機器の設置導体を含む接地帰還経路に大きなサージ電流を流す。 

d) 接地した電源導体（中性線）に十分なサージ電流が流れない場合，大きなサージ電流が接地導体に侵

入する 

e) 結合する接地帰還経路のインピーダンスが，サージ電流周波数で十分に高く，機器表面の接近可能な

金属部と人が接触する可能性のある周囲の導電性表面との間に，高いピーク電圧のサージが生じる。 

7.1.7.2 接地の信頼性 

機器表面の接近可能な金属部の接地の信頼性は，様々な要因によって影響を受ける可能性がある。一般

に，恒久的に配線した機器の接地は，分岐回路のコンセントにコード及びプラグで接続した機器の接地よ

りも信頼性が高くなる。後者は，不適切な配線，接地しないコンセント，又は誤って配線した接続プラグ

若しくはコードによって悪影響を受けることがある。使用者は，接地することを意図したコード接続機器

を用いる場合，MOV が電源導体（充電相）と接近可能な金属表面との間に実際に接続している可能性があ

るため，適切に接地したコンセントが備わっていることを確認するように注意する必要がある。 

7.1.7.3 接地経路のインピーダンス 

適切に設置した接地システムのインピーダンスは，交流電源周波数では問題にならないほど十分に低い

こともあるが，サージパルスの周波数ではインピーダンスが重大な影響を及ぼす可能性がある。その影響

の程度は，設置場所の特定の条件によって大きく左右される。これらの条件に影響を与える要因について

は，この箇条の範囲外であるため，使用者は適切な情報源を参照することが望ましい。 

7.1.8 MOV の接続位置 

MOV は，機器製造業者が，電気・電子機器内に組み込むことを意図した部品である。一般に，MOV は，

現場での直接設置可能な“スタンドアロン”形の部品ではない。この場合，MOV には少なくとも，適切な

ハウジング及び現場での電気接続を行う手段が必要である。 

その結果，安全の観点から MOV の適合性は，具体的な適用において，実際の完成した機器と組み合わ

せて MOV を検討する必要がある。完成した機器における MOV の安全な動作は，次に示す多数の要因に

依存するが，これらに限定されない。 

a) 機器の意図する使用 

b) MOV の機能及び機器回路内の接続位置 

c) 機器の環境（サージ環境，電源周波数及び電圧，温度，湿度など） 

d) 機器のエンクロージャ（可燃性，開口部の数，位置，大きさなど） 

e) 機器内の過電流保護及び／又は過熱保護手段の有無 

f) 機器内の電圧変動率 

これら及び他の要因は，具体的な最終用途機器を対象する標準の範囲である。 

7.1.9 MOV の適用 

MOV を用いる最終用途機器は，大きく二つのカテゴリに分類される。 

第 1 のカテゴリは，交流又は直流電源回路用の低圧 SPD である。これらの SPD では，他の部品ととも

に，パッケージされた MOV を含むことがある。SPD の意図する機能は，電気・電子機器を過渡的なサー



26 

C 5381-332：0000 (IEC 61643-332：2024) 

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

ジの悪影響から防護する手段を提供することである。このような SPD の例は，壁コンセントに接続する

SPD，コードとプラグとで電源コンセントに接続する SPD，分電盤に設置する SPD，及び屋外マストに設

置する二次側のサージアレスタがある。 

第 2 のカテゴリは，テレビ受信機，コンピューター，家電製品などの利用機器の回路に MOV を直接組

み込むことである。このような機器に MOV を組み込む場合，MOV と機器との組合せは，特定の機器を対

象とする適切な規格を参照して評価することが望ましい。 

7.1.10 並列接続 

MOV を並列に接続することは，合計のインパルス電流耐量の増加及び／又は，合計のインパルス電流

に対する制限電圧の低減が可能である。理想的な条件は，バリスタ電圧が等しい MOV を並列実装するこ

とであるが，量産において，バリスタ電圧が等しい MOV を並列にした製品を作ることは非現実的である。

図 16 は，並列に接続した MOV を表す等価回路である。サージ電流は両方の MOV に流入するが，電流は

2 個の MOV の抵抗に応じて分流して流れる。これは MOV 間の V‐I 特性の差によるものである。 

 

図 16－並列に接続した MOV 

 

図 17－並列に接続した 2 個の MOV の V-I特性の例 
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図 17 は，バリスタ電圧が異なる 2 個の MOV の V-I 特性の例を示している。この V‐I 特性の差が，MOV

に異なる電流が流れる理由である。MOV のリード線長も，電流の分流に影響する。そのため，MOV を複

数個並列に接続すると，異なるインピーダンス経路によって，不均衡な分流が生じる可能性が高くなる。 

並列に接続した 2 個の MOV の最大インパルス耐量を推定するために，係数 0.8 を代表値として適用し

てもよい。一例として，最大インパルス電流定格が 10 kA の 2 個の MOV を並列で用いる場合，最大イン

パルス電流耐量は，（10 + 10）× 0.8 = 16 kA と推定される。ただし，使用者はインパルス電流耐量を試験で

確認することが望ましい。3 個以上の MOV を並列とする場合，係数は提供されない。 

MOV を選別して，V-I 特性をより一致できる場合，代わりの係数を用いてもよい。この係数は MOV 製

造業者と議論してもよく，選別又は製造工程に依存する。しかし，決して 1 にはならない。この係数は，

試験で正確に決定してもよい。 

上記を考慮して，使用者が要求事項を満たす MOV の並列の組合せを達成してもよい。MOV の並列使用

を避けるために，使用者はより大きな直径をもつ単一の MOV を用いてもよい。 

7.1.11 直列接続 

MOV を直列に接続する場合，結果として生じる制限電圧は，個々の MOV の制限電圧の和となる。MOV

を直列に接続すると，静電容量を減らし，直列の MOV 全体のエネルギー容量及び電力消費の両方を増や

す。 

7.2 過熱保護付き金属酸化物バリスタ 

7.2.1 まえがき 

MOV は，従来より，あらゆる種類のサージから機器を防護する目的で用いている。通常は，サージの継

続時間は短く，MOV は，下位の機器が損傷しない適切なレベルに電圧を制限することが可能である。サー

ジは，雷，各種負荷の開閉，及びその他の種類の開閉を含む，各種要因で生じることがある。 

しかし，より長時間の電気的過渡現象がしばしば発生することがある。このような長時間の過渡現象は，

業界では一時的過電圧という。一時的過電圧は，中性線の喪失，又は不安定な電源電圧によって発生する

ことがある。いずれも，交流電圧は，MOV の交流連続使用電圧を超えて，一時的に上昇することがある。

この結果，MOV は強制的に，連続的な電圧制限状態になることがある。この状態では，MOV は熱暴走し，

一般に，非常に低抵抗で故障する。この場合，故障電流の大部分は MOV を流れ，MOV は過熱し，煙を発

生し，火災が生じる可能性もある。 

過熱保護付き MOV は，MOV と直列に熱的結合部をもつ。一時的過電圧によって生じる MOV に流れる

増加した電流は，熱的結合部を開路させ，SPD を流れる過度の故障電流によって生じる MOV の発火又は

爆発を防止する。図 3 に過熱保護付き MOV の図記号を示す。 

電源回路で生じる故障電流は，0 A～200 000 A 以上にもなる。異常な過電圧が生じている間，MOV は常

に電圧制限状態となる。この場合，過熱保護付き MOV は，10 A 以下の小さい電流を想定し，設計してい

る。そのため，10 A を超えるような大きな電流が流れる場合，過熱保護付き MOV と協調がとれる他の種

類の過電流保護を用いることが望ましい。過熱保護付き MOV は，0 A～10 A の故障電流を想定するため，

より大きな直径をもつ過熱保護付き MOV は，10 A，5 A，2.5 A 及び 0.5 A の短絡電流で試験する。0.5 A

以下の小さい電流に対しては，ヒューズを開路するための電流が不足していることがある。この場合，過

熱保護付き MOV に損傷は見られない。より大きな電流でヒューズが開路すると，検証のために開路した

熱的結合部に対して，耐電圧試験を実施する。MOV が損傷した場合，リード線ときょう（筐）体との間に
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十分な絶縁があることを確認するため，きょう（筐）体に巻いた金属はく（箔）と互いに結んだ全てのリ

ード線との間でも耐電圧試験を実施する。 

7.2.2 過熱保護付き MOV の選定 

実際に適用する場合，過熱保護付き MOV の選定は，幾つかの基準に基づく。過熱保護付き MOV を恒

久的に接続して用いる場合，電流を 10 A に制限した一時的過電圧試験に合格する必要があるため，直径

25 mm 以上の過熱保護付き MOV を用いる。また，恒久的に接続して用いる場合は，UL 1449 で規定する

タイプ 1 又はタイプ 2 とみなすため，10 kA 又は 20 kA の公称放電電流試験で合格する必要がある。 

一方，過熱保護付き MOV を電源コードに接続して用いる場合，一般的に直径 14 mm，18 mm，又は 20 

mm のものを用いる。これらは，電流を 5 A に制限した一時的過電圧試験に合格しなければならず，3 kA

で最低 15 回のインパルスに耐えることができなければならない。 

これらは一般的な指針である。しかし，各 MOV は，固有の用途適用に従って選定しなければならない。

附属書 G 及び附属書 H に，機器及び SPD 用の MOV 及び過熱保護付き MOV の選定のフローチャートを

示す。 

7.2.3 開路時間特性 

図 18 に，過熱保護付き MOV の代表的な開路時間を示す。小さい電流ではディスクの過熱が非常に遅い

ため，熱的結合部の開路時間は，とても長くなる。 

 

 

図 18－開路時間 
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7.3 静電気放電（ESD） 

7.3.1 背景 

電子システムは，内部及び外部の両方の過渡過電圧の発生源に対して，影響を受けやすい。これらの過

渡過電圧の原因の一つは，静電気放電（ESD）である。一般に，集積回路（IC）は，マイクロプロセッサ，

USB トランシーバーチップ，IEEE 1394 コントローラ及びビデオグラフィックチップなど，多くの機器の

“頭脳”として用いられている。一般に，IC は，何らかの ESD 保護が組み込まれることを前提に設計し

ている。この組込保護の一般的な値は，JIS C 61000-4-2 に適合した波形で 2 000 V である。ただし，最終

製品では，この値の数倍の ESD を受けることがある。これは，ESD による損傷を防止するためには，ESD

がチップ及びその他の影響を受けやすい部品に到達するのを防止しなければならないことを意味する。こ

の課題を解決する方法の一つは，ESD 用に MOV を用いることである。 

7.3.2 規格 

多くの ESD 規格があるが，最も一般的なものは，様々なレベル及び放電電圧を規定する JIS C 61000-4-

2 である。この規格は 15 kV（JIS C 61000-4-2 の表 1 参照）までの数値を規定し，これは一般的な IC が耐

えることが可能な電圧よりも何倍も高い。 

7.3.3 適用例 1 

オーディオ／ビデオ機器で用いる標準的なオーディオポート（RCA タイプジャックなど）を保護するた

め，単一チャネルの SPC を推奨する。図 19 に示すように，表面実装用 MOV は，信号線から接地への過

渡過電圧を抑制するために，信号線と接地するシールドとの間に取り付ける。 

 

図 19－ESD のための MOV 適用例 

7.3.4 適用例 2 

オーディオ入出力の左右チャンネル用の 4 ポートを保護する。4 ポート全てを保護するように，単一チ

ャネルの表面実装用 MOV を，図 20 に示すように，用いてもよい。 

RCA コネクタ 

オーディオ 
回路 

表面実装用 
MOV 

シールドの接地 
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図 20－表面実装用 MOV を用いた 4 ポート保護の例 

7.4 TOV に対する考慮 

7.4.1 低圧電源供給回路の故障 

低圧電源供給回路での故障は，充電相と中性線との間に，例えば，330 V の TOV を生じることがある。

この電圧は MOV に長時間印加されると想定する。この場合，低圧電源供給回路に取り付ける MOV は，

直流 480 V を超える VVの製品を選定する必要がある。 

7.4.2 高圧又は中圧電源供給回路での故障 

高圧又は中圧電源供給回路での故障は，充電相と接地との間に，1 200 V の電圧を生じさせると想定す

る。この場合，VVを大きくすると被保護機器の耐電圧を超えてしまうことが想定される。したがって，図

21 のように GDT を直列に接続することを検討する。この場合，TOV よりも高い動作電圧の GDT を選定

することで，MOV の動作及び MOV の焼損を防ぐことが可能である。 

 

図 21－MOV と GDT の直列組合せ 

8 MOV の安全性及び危険性に関する情報 

8.1 概要 

オーディオ入力 左 

オーディオ入力 右 

オーディオ出力 左 

オーディオ出力 右 

接地 

オーディオ 
制御部 

部品 
RCA コネクタ 

 

 

表面実装用 
MOV 
MOV 

 

 

充電相 
 

中性線 
 

保護接地導体 
 

被保護機器 
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8.1.1 一般 

MOV 使用者は，周囲の状況（最終機器の設計材料，環境，電源条件，回路条件又は配電システムの事故

など）による異常な状態で MOV を用いる場合，火災リスク及び人間への感電リスクがあるため，次の注

意記載事項に基づき，MOV に適切な回路を設計しなければならない。 

8.1.2 定格性能の確認 

MOV は，定格性能（VM ，インパルス耐量，エネルギー耐量，インパルス寿命及び動作温度）の範囲内

で用いなければならない。 

定格性能を超えて MOV を用いた場合，MOV の性能低下又は破損によって発煙又は発火することがあ

る。 

8.2 火災のリスク 

8.2.1 一般 

火災のリスクを避けるために，次の対策をすることが望ましい。 

8.2.2 電源線間での使用 

MOV と直列に，通常の電流ヒューズ又は遮断器を用いてもよい。ヒューズは，個別の回路に適した電流

定格を備えなければならない。ただし，ヒューズ又は遮断器のインパルス耐量も同時に考慮する必要があ

る（7.1 参照）。 

8.2.3 電源線と接地との間での使用 

MOV が短時間で故障しても，接地抵抗によって電流ヒューズが動作しないことがある。この場合，MOV

の絶縁としての樹脂が最終的に発煙又は発火することがある。 

このリスクを防止するために，MOV の取付場所より電源側に漏電遮断器を設置してもよい。漏電遮断

器を設置しない場合，MOV と直列に，電流ヒューズ及び温度ヒューズを用いる。 

8.2.4 飛散防止 

MOV は破損によって飛散するおそれがあるため，最終製品のきょう（筐）体体内で用いるか，覆って飛

散防止対策を行う。 

8.2.5 燃焼防止 

MOV は発熱することがあるため，MOV を可燃物（ビニル線，成形樹脂など）の近くに取り付けてはな

らない。これが難しい場合，不燃性材料で覆ってもよい。 

8.2.6 環境条件 

MOV は，次の環境で用いてはならない。 

・ 水又は塩水が直接かかる 

・ 結露する 

・ 腐食性のガス（硫化水素，硫酸，塩素，アンモニアなど）が充満している 
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・ 動作温度範囲を外れた環境 

・ 振動，衝撃が規定の範囲を超える 

8.3 感電リスク 

MOV を充電部と金属きょう（筐）体との間で用いる場合，MOV の短絡故障は，感電の原因になること

がある。これを避けるため，金属きょう（筐）体は，接地に接続し，人が触れないようにすることが望ま

しい。 

さらに，MOV の待機電流を低減することも重要である。しかし，待機電流の低減は制限電圧の増加を引

き起こすことがある。 

漏電遮断器（RCD）を用いることは，人の感電を防止するための選択肢である。 

8.4 MOV の使用に関する代表的な注意事項 

8.4.1 MOV の劣化及び故障に関する情報 

MOV の性能低下及び破損，並びに発煙及び発火の原因となるおそれがあるので，次の事項を厳守する。 

a) MOV は，直射日光の当たる場所，又は熱源の近くなど，動作温度範囲を超える温度では用いない。 

b) MOV は，風雨が直接当たる場所，又は蒸気が発生する場所など，湿度の高い場所では用いない。 

c) MOV は，ほこりの多い場所，塩分の多い場所，又は腐食性ガスのある雰囲気では用いない。 

d) 外装樹脂を溶解，又は劣化させる溶剤（シンナー，アセトンなど）で MOV を洗浄しない。 

e) MOV には，外装樹脂及び焼結体に亀裂が生じるような強い振動，衝撃（落下など），又は圧力を加え

ない。 

f) MOV は，最大許容回路電圧を超える電圧で用いてはならない。直流電圧が不規則な場合，MOV は，

ピーク電圧が最大許容回路電圧を超える回路で用いてはならない。 

g) MOV には，エネルギー耐量を超えるサージを印加してはならない。 

h) サージを繰り返し印加する場合，MOV は，指定する雷サージ寿命を超えて用いてはならない。 

i) サージを断続的に短い間隔で印加する場合，MOV は，定格パルス電力以下で用いる。 

j) MOV は，誘電損失による発熱で素子が破損することがあるため，1 kHz を超える高周波回路では用い

てはならない。 

k) 樹脂で MOV に絶縁コーティング（モールドを含む）をする場合，MOV を劣化させるような樹脂は用

いない。 

l) MOV は，可燃性材料の近くに取り付けてはならない。 

8.4.2 MOV の飛散に関する情報 

MOV が飛散し，けがをするおそれがあるため，次の項目を厳守する。 

a) MOV は，指定するサージ電流を超えるサージが加わる回路で用いてはならない。 

b) MOV は，最大許容回路電圧を超える回路で用いてはならない。 

8.4.3 機器の損傷又は故障に関する情報 

MOV の機能が不足し，機器の損傷又は故障のリスクがあるため，次の項目を厳守する。 
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a) MOV のリード線は必要以上に曲げない。 

b) MOV のリード線に過度の力を加えない。 

c) MOV の絶縁被覆の近くでリード線を曲げない。MOV の絶縁被覆に外力を加えない。 

d) MOV のリード線を曲げる，又は切断する場合，MOV 近くのリード線を固定しなければならない。 

e) MOV のリード線は，汚れ及びさび（錆）のない，きれいな状態で外部端子に接続しなければならな

い。そうしない場合，接触不良の原因となることがある。 

f) MOV のリード線をはんだ付けする際は，MOV を構成しているはんだ及び絶縁被覆を溶かさない。 

g) MOV 又はリード線の絶縁被覆に，溶融はんだ又ははんだごてを当ててはならない。 

8.4.4 不測の現象による事故に関する情報 

不測の現象による事故を避けるため，次の対策を行う。 

a) 電源線間に MOV を取り付ける場合，MOV と直列に遮断器又は電流ヒューズを用いる。 

b) 電源線と接地との間に MOV を取り付ける場合，MOV と直列に漏電遮断器，電流ヒューズ及び温度ヒ

ューズを用いる。また，地絡事故によって過電圧が生じるため，過電圧よりも VVが高い MOV を用い

る。 
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附属書 A 

（参考） 

用語及び説明 

A.1 単一インパルス（過渡）の最大電流 ITM 

規定する波形の単一インパルスで MOV に通電してもよい電流の最大定格値 

これは，MOV が 1 回のインパルスに耐えることが可能な 8/20 波形の最大定格インパルス電流である。

この定格は，実使用環境で予想されるサージに，MOV が故障せずに耐える能力を決定する手段となる。 

MOV で吸収するエネルギーは，MOV 内の温度を瞬間的に 60 ℃以上上昇させる可能性がある。これに

よって，MOV が冷めるまで，MOV の待機電流と消費電力とが増加する傾向がある。しかし，低電流側で

V‐I 特性が大きく低下した場合，サージによる加熱又は MOV の損傷による加熱又はその両方によって，待

機電力消費が次第に増大し，熱暴走によって故障を引き起こす可能性がある。したがって，MOV が定格電

流サージの影響から回復することを検証する必要がある。 

 

A.2 最大連続使用電圧，VM 

最大連続使用電圧 VM は，MOV の端子間に連続的に印加してもよい電力システム電圧の最大指定値であ

る。最大連続使用電圧 VM は MOV の寿命に基づいている。 

最大連続使用電圧 VM は，期待する MOV の寿命，予想する周囲温度，高エネルギーパルスの発生頻度，

及び寿命（故障）基準の選択を考慮した評価手順によって決定する。これらの考慮事項は，製造業者及び

使用者の信頼性保証の範囲内である。また，使用者は，周囲温度が上昇するにつれて，MOV の寿命が短く

なることにも注意することが望ましい。 

使用者は，不適切な電圧定格の MOV を選択しないよう注意する必要がある。例えば，使用者が低い制

限電圧の MOV を求める場合，一見して，電力システムの公称電圧に最も近い定格のものを選択するかも

しれない。しかし，電圧変動の許容差又は，最悪の場合，機器の故障，悪天候の影響などの一時的な故障

状態による MOV の劣化及びシステム電圧の上昇の可能性を十分に考慮することが望ましい。これらの

MOV は非線形性が高いため，比較的小さな定常状態の過電圧でも，MOV を流れる待機電流が比較的大き

く増加し，過熱又は早期故障につながる可能性がある。特定の要件がない場合，最大連続使用電圧は，公

称交流電力システム電圧より 20 %以上のマージンをもつことを推奨する。 

A.3 待機電流，ID 

A.3.1 交流待機電流，IAC  

交流待機電流は，交流電源に接続している間に MOV に流れる電流であり，その結果，交流待機電力が

消費される。MOV に流れる電流は，非線形の抵抗成分と容量成分との両方からなる。消費電力は，二つの

電流位相ベクトルの和に印加電圧を乗じた値と，結果として生じる電流と印加電圧間との位相角のコサイ

ンとの合計である。交流待機電力の測定は，出力電流が正弦波ではないため，適切な実効値電力計で実施

することが望ましい。 

消費電力の大きさは，印加電圧の大きさ，周囲温度及び交流電圧の周波数に影響を受ける。図 A.1 に，

公称電圧 120 V の交流主電源で用いる直径 20 mm の一般的な MOV の待機電力特性を示す。印加電圧を定
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格値 VM（AC）から 10 %増減した場合，室温を 25 ℃から 50 ℃及び 85 ℃に上げた場合，及び周波数を 60 Hz

から 400 Hz に上げた場合の影響を示す。また，直流待機電力に対する気温変動の影響を示す。 

 

 

図 A.1－一般的な直径 20 mm の MOV の待機電力に対する温度，周波数，及び電位の短期的な影響 

使用者は，不適切な電圧定格の MOV を選択しないよう注意する必要がある。MOV の V-I 特性は非線形

性が非常に高いため，電圧の上昇とともに待機電力消費が急激に増加する。MOV 定格と公称電力システ

ム電圧との間のマージンを犠牲にしないことが望ましい。特定の要件がない場合，最大連続使用電圧は公

称交流電力システム電圧より 20 %以上のマージンをもつことを推奨する。 

注記 VM未満で MOV を流れる電流は，漏れ電流という。 

A.3.2 直流待機電流，IDC 

直流待機電流は，電源から MOV に流れる電流である。MOV の自己発熱が定格平均消費電力 PMと比較

して大きくならないことが重要である。定義上，待機電流は定格直流電圧 VM(DC)を印加した状態で測定す

る。VM(DC)の値は製造業者の仕様から得られるが，それを超えないことが望ましい。使用者は，電源電圧変

動を考慮して，十分なディレーティングマージンをもって設計することが望ましい。 

使用者は，代表的な待機電流を推定可能である。例えば，図 5 に示すような V-I 特性をもつ MOV を考

えてみる。公称電源電圧が直流 140 V である場合，待機電流は約 20 μA である。電源電圧が最大電圧変動

時の 154 V に上昇した場合，代表的な待機電流は約 50 µA に増加する。これらの二つの条件下でのシステ

ム消費電力は，それぞれ約 2.8 mW 及び 7.7 mW であり，これは，定格平均消費電力 PM約 1 W と比較して

小さく，MOV 温度を上昇させる程ではない。 

使用者は待機電流に与える温度の影響を推定可能である。図 A.2 に，図 5 で示した MOV の代表的な電

圧温度係数を示す。上記の例の場合，温度上昇に伴い，VVは約 0.15 %／℃の割合で低下すると予想される。

周囲温度が室温より 60 ℃上昇すると，VVは約 9.4 %低下する。したがって，25 ℃で 154 V であった特性

点は 85 ℃で約 140 V になり，代表的な待機電流は約 20 μA から 50 μA に増加する。 
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図 A.2－電圧対電流の標準的な温度係数，(直径 14 mm，-55 ℃～125 ℃） 

MOV の待機電流は動作寿命によって変化する。代表的な試験サンプルでは，測定値は使用開始当初は

安定しているか，又は多少減少する。時間の経過とともにストレスを蓄積すると，待機電流領域での V-I 特

性の変化によって，周囲温度の上昇の影響と同様に，待機電流が大幅に増加する可能性がある。これは，

最終的には，劣化モードの故障，又は熱暴走による故障にさえ至る可能性がある 

しかし，全ての用途に適した待機電流制限値を決定可能な単一の値は存在せず，むしろ，望ましい MOV

の寿命，予想する周囲温度，高エネルギーパルスの発生率，及び寿命（故障）基準の選択を考慮した評価

プロセスが必要である。これらの考慮事項は，製造業者と使用者との MOV 技術の範囲内である。 

待機電流と非線形指数（α）との関係は，図 5 を用いて説明可能である。非線形指数（α）が高く，V-

I 特性曲線が比較的平たん（坦）である制限動作領域では，印加電圧の比較的小さな変化によって，通常動

作時に比較的大きな電流増加が発生する。しかし，製造業者の仕様では，待機電流が印加電圧の変化の影

響を受けにくい待機領域の近くで MOV が連続動作するように設計している。したがって，それらの仕様

は必ず守ることが望ましい。 

A.4 バリスタ電圧 VV 

バリスタ電圧（VV）は，非線形性の高い領域にあり，この領域の初期電圧の試験特性であるため，MOV

をタイプ別に分類するために一般的に用いる。試験電流 1 mA は最も一般的に用いる値である。ただし，

一部の製造業者の仕様では，0.1 mA 及び 10 mA も一部のタイプで用いている。1 mA のように低い電流で

測定すると，バリスタ電圧を決定する際の感度と確度とが向上する。これらの試験電流は比較的低く，エ

レクトロニクス業界で用いている市販の自動試験装置の多くに適合している。したがって，VVは製造業者

と使用者との両方が測定するのに都合のよい MOV 特性である。 

図 5 から明らかなように，この特性に用いる試験電流は，非線形性の高い領域にある。したがって，バ
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リスタ電圧 VVは，与えられた設計の MOV の制限電圧を予測する。また，この特性の試験電流は非線形領

域の下限域にあるため，MOV の待機電流，電力損失，及び定格電圧に耐える能力を予測する指標となる。

したがって，製造業者と使用者との品質管理が，与えられた MOV 群がその VV に従ってタイプ別に正しく

分類されていることを確認すれば，実使用において意図したとおりに機能することが確実となる。 

自動試験装置との互換性のため，ほとんどの製造業者は VVの測定に直流電流を指定する。製造における

通常の変動に十分な範囲を許容するために，MOV は，通常，約±10 %のタイプ別の VV の範囲に分類して

いる。 

A.5 制限電圧 VC 

制限電圧は，定義上，標準化された試験条件の下で，特定の振幅と波形との電流インパルスを MOV に

通電したときに，MOV 端子間で測定された最大電圧値である。これは，電圧サージから回路を保護する

MOV の能力を示すものである。波形による試験結果のばらつきを避けるため，8/20 の電流波形を標準試

験インパルスとして定義している。このインパルスに対する代表的な制限電圧応答性を図 A.3 に示す。 

 

図 A.3－8/20 試験電流のインパルスに対する代表的な制限電圧応答 

図 A.4 の V-I 曲線は，保護動作領域における制限電圧のサージ電流依存性を示している。通常，MOV の

仕様表では特定の試験電流における制限電圧だけを示すため，使用者は注意が必要である。 
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記号説明 

VX  =電流 IXにおけるバリスタ電圧 

VV（直流） = 指定電流におけるバリスタ電圧，IN（直流） 

VC  = ピーク電流 ICLS における MOV の制限電圧 

VPM  = 指定波形に対するピーク印加電圧の最大定格 

VM（直流） = 直流印加電圧の最大定格 

図 A.4－線形目盛上の静的（DC）I-V特性 

使用者は，MOV の完全な仕様の一部である V-I 特性カーブを参照することが望ましい。V-I カーブを用

いると，様々なピーク電流で期待できる制限電圧（Vc）が決定される。 

交流又は直流の電源電圧が高い場合に過剰に導通し始めるような制限電圧の低い MOV を選択しないよ

う注意する必要がある。この場合，定格を超えた動作が長時間続き，MOV が加熱し寿命が短くなるため，

保護対象機器の正常な動作が妨げられる可能性がある。 

MOV の測定ピーク電圧に影響を与える要因は，L × di/dt 電圧によるリード線及び回路のインダクタンス

である。 

使用者は，動作温度の上昇に伴って制限電圧が僅かに増加する可能性（通常は 0.01 %/℃未満）に注意す

ることが望ましい。また，制限電圧は，多数の大電流過渡現象にさらされた後に変化する可能性があり，

その変化量は使用条件によっては大きくなる可能性がある。 

A.6 静電容量 CV 

MOV を直流回路に接続する場合，構成部品の静電容量は，ほとんど問題にならない。ただし，交流回路

に適用する場合，特に高周波の通信回路では，静電容量が通常の回路動作に及ぼす潜在的な悪影響を考慮

しなければならない。容量性リアクタンス XC = 1/Ωc によって発生する待機電流は，望ましくない回路負

荷，信号劣化，及び位相転移を引き起こす可能性がある。 
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MOV の静電容量は，周波数とともに低下することが知られている。したがって，実際の適用周波数又は

それに近い周波数で静電容量を測定することが望ましい。 

固定周波数で測定した場合，MOV の静電容量は，バリスタ電圧（VV）に近づくまで，バイアス電圧が増

加してもほとんど変化しないが，バリスタ電圧に近づくと静電容量が急激に減少する。MOV の静電容量

は温度に対して比較的安定しており，通常，-40 ℃から+125 ℃まで±20 %を超える変動はない。 
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附属書 B 

（参考） 

DC バイアス条件下での MOV 耐久性評価 

B.1 導入 

適切な製造工程で製造された MOV は，20 年の予想寿命内では劣化しない。しかし，材料の配合比及び

材料の製造工程が適切でない場合は，粒界が劣化し，時間の経過とともに待機電流が増加することが知ら

れている。粒界の長期信頼性を評価する方法として加速寿命試験が行われている。 

B.2 耐久性試験 

粒界の最も効果的な耐久性試験は，電圧と温度とが加速劣化を生み出すため，高温直流バイアス試験で

ある。この試験では，四つの異なる製造業者が製造した MOV のサンプルをそれぞれ 10 個づつ用いる。試

験例では，直流 1 mA(VV）の電圧と同じ直流バイアス電圧を 1 000 時間印加する。 

B.3 MOV 耐久性比較における代表的な性能 

B.3.1 周囲温度:85 ℃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 B.1－85 ℃での耐久性試験結果 

85 ℃では，図 B.1 に示すように 4 群とも異状はなかった。 
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B.3.2 周囲温度:105 ℃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 B.2－105 ℃での耐久性試験結果 

105 ℃では，グループ A，B，D の故障はなかったが，グループ C のサンプルは，図 B.2 に示すように

288 時間までに故障した。 

B.4 結論 

試験結果から，105 ℃における 1 mA の直流バイアス電圧の寿命試験は，85 ℃における最大連続使用電

圧で既存の寿命試験では検出されなかったグループ C のように，市場では故障する可能性がある MOV を

検出することが可能である。 

85 ℃での印加電圧比（印加電圧/バリスタ電圧）0.9 の既存試験では，寿命推定値は 1.73×105時間となる。

約 20 年に相当する 1.73× 105 時間は，実使用時に求められる期待寿命である。既存の試験条件は加速試験

条件ではなく，実使用条件である。したがって，既存試験の 1 000 時間は，期待寿命の 1/100（ほぼ 2 か月）

にしか相当せず，市場での焼損などの初期不良品を検出するには不十分である。ただし，105 ℃における

印加電圧比=1.0 の寿命推定は，1.31×104 時間となる。この新試験の 1 000 時間は実際の使用での推定寿命

の 1/10（ほぼ 2 年間）に相当するため，MOV の初期故障を検出する加速試験として妥当である。 
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附属書 C 

（参考） 

過熱保護付き MOV の代表的適用回路 

図 C.1 に，過熱保護付き MOV の一般的な適用回路を示す。制限した 10 A の電流より大きい電流から保

護するには，ヒューズを推奨する。この回路では，LED を MOV の第 3 リードに接続し，熱部分が開路し

ているかどうかを示し，使用者に MOV の交換を警告する。 

 

 

図 C.1－交流適用回路 

 

図 C.2 は，太陽光発電適用直流回路である。過熱保護付き MOV は，太陽光発電インバータ（直流から

交流への変換器）を太陽光パネルに加わる雷サージから防護するために用いる。過熱保護付き MOV は，

交流系統へのインターフェースを保護するためにも用いる。 

直撃雷の可能性から回路を適切に防護可能なように，ディスク寸法が 25 mm 以上の過熱保護付き MOV

を使用者が選定することを推奨する。また，既に論じた交流回路の異常な過電圧とは異なり，直流出力電

圧がそれほど上昇しないことも留意すべき点である。太陽光発電直流回路では，電圧変動のために想定す

る公称電圧より 20 %高い最大連続使用電圧を選定する必要はない。 
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図 C.2－太陽光発電適用直流回路 
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附属書 D 

（参考） 

風力発電システムへの MOV の適用 

表 D.1 では，SPD の Uc は，動作電圧に重畳する繰り返し過渡現象のストレスに耐えられるように選定

することが望ましいことを明確に示している。現在，最も簡単な解決策は，過渡現象のピーク値以上の VV

をもつ MOV を用いることである。通常，VV / Uc≒1.6 の関係がある。したがって，1.7 kV までの過渡現象

に耐えるには，L-PE 間の SPD の Ucは 1.06 kV 以上でなければならないと推測可能である。その結果，SPD

の UPは通常 4 kV に達する。 

2.95 kV までの過渡現象に耐えるには，L-L 間の SPD の Uc は 1.85 kV 以上が望ましい。その結果，SPD

の UPは通常 6 kV に達する。 

リード線と外部分離器での電圧降下を考慮すると，変換器及び発電機の絶縁にかかる電圧ストレスは非

常に厳しくなる。絶縁協調を成功させるため，これを考慮又は試験することが望ましい。 

 

表 D.1－発電機の変換器励磁回路及び選定した SPD の特性の例 

システムの最大動作電圧，L-L 間 750 Vrms (±10 %) 

L－接地間の電圧に重畳する繰り返し過渡電圧 1.7 kV 

L-L 間の動作電圧に重畳する繰り返し過渡電圧 2.95 kV 

電圧に重畳する繰り返し過渡電圧の dv/dt 1.4 kV/μs 

変換器のスイッチング周波数 2 000 Hz 

上記発電機に適合する SPD1 

Uc 動作電圧に重畳する繰り返し過渡現象のストレスに耐えられ

るように選定することが望ましい 

動作周波数 変換器のスイッチング周波数を考慮して選定することが望ま

しい 

Iimp，（T1）防護モードごと 1.5 kA 

In，（T2）防護モードごと 15 kA 

短絡電流 ISCCR ＜ 20 kA 50～60 Hz 

適合規格 JIS C 5381-11 
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附属書 E 

（参考） 

5G 設備電源のサージ防護 

E.1 交流電源の防護 

図 E.1 a)及び図 E.1 b)の SPC 0（サージ防護素子 #0）及び図 E.1 c)の SPC 2 のサージ電流定格は，全コ

モンモードサージ電流である必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) c) 

図 E.1－ITU-T K.120 に適合した交流供給電源の防護 

E.2 直流電源の防護 

一部の防護方式では，再投入可能な，又は一定時間若しくは過負荷の時刻に過負荷が発生したときにシ

ャットダウンする電源を用いる。これによって，制限した電源電流を遮断することを必要とするスイッチ

ング SPC の回復が可能になる。図 E.2 に，ITU-T K.97 及びダイオードステアリングに従った直流供給電

源の防護を示す。 

停電中に機能するために，基地局はダイオードブリッジを用い，電池又はコンデンサなどからの予備電

源を得ることが可能である。 

停電してはならない用途では，電源の継続性が重要であり，“中断の最小限化”設計を考慮する必要があ

る。 

・ 保護のために制限形 SPC を用いると，スイッチング放電を回避することが可能である。 

・ 電源過電圧から効果的に保護するには，SPC を供給電源導体間に直接接続することが望ましい。 

・ 電源供給から接地への SPC は，次に説明するように慎重に適用することが必要である。 

・ 配置 b)及び c)は，電源電流が制限している場合，コモンモードサージ条件下で電源供給導体の電圧制

限を等しくすることが可能である。 

・ 配置 a)は負極性のコモンモードサージに対してはこれを防ぐが，正極性のサージは給電電圧を逆転さ

せる可能性がある。 

・ 給電導体の極性が保証可能な場合，配置 e)は，接地に接続した各 SPC に直列ダイオードを用いること

で，いずれの極性のコモンモードサージでも一定の電源電圧を維持する。 
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a) b) c) d) e) 

ITU-T K.97（a～d）に適合した直流供給電源の防護 
ダイオード 

ステアリング 

図 E.2－ITU-T K.97 及びダイオードステアリングに適合した直流供給電源の防護 

 

  

ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ用ﾊﾞｰ ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ用ﾊﾞｰ ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ用ﾊﾞｰ ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ用ﾊﾞｰ 
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附属書 F 

（参考） 

MOV の用語と他の規格との比較 

表 F.1，表 F.2 及び表 F.3 に，各種の規格間の用語／図記号及び説明の比較を示す。 

 

表 F.1－MOV の用語／図記号と他の MOV の電圧規格との比較 

MOV の電圧（最大連続使用電圧） 

規格 用語／記号 適用 説明／定義 技術委員会 版 

JIS C 62368-1 － 機器 
最大連続使用電圧 

（Vr×1.25） 
TC 108 4  

JIS C 5381-11 Uc SPD 最大連続使用電圧 SC 37A 1 

JIS C 5381-331 VM(AC) SPC 最大連続使用電圧 SC 37B 2 

IEC 61051-1 VRMS  最大連続使用交流電圧 TC 40 3 

UL 1449/ 

CSA C22.2  

No.269 群 

MCOV 

MOV， 

部品組立品 

及び SPD 

最大連続使用電圧 STP 1449 5 

 

表 F.2－MOV の用語／記号とインパルス電流定格の他の規格との比較 

MOV のインパルス電流定格 

規格 用語／記号 適用 説明／定義 技術委員会 版 

JIS C 62368-1 － 機器 

1.2/50～8/20 波形 

6 kV（Vr によって 8 kV） 

10 回 

TC 108 4  

JIS C 5381-11 

In 

Imax 

Iimp 

SPD 

In：指定値の 15 回 

Imax：1 回 

Iimp：増加シーケンス 

SC 37A 1 

JIS C 5381-331 

ITM 

 

In 

SPC 

ITM：単一インパルスの最大電流 

（指定波形） 

In：公称放電電流 

（指定回数） 

SC 37B 2 

IEC 61051-1 Ipm MOV 最大ピーク電流（指定回数） TC 40 3 

UL 1449/ 

CSA C22.2 No.269

群 

MCOV 

MOV， 

素子組立及

び SPD 

指定値（8/20）15 回 

（20 kA までに制限） 
STP 1449 5 
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表 F.3－TOV 及び異常電圧試験に関する他の規格と MOV の用語/記号との比較 

分離器付き MOV の TOV 試験電圧 

規格 適用 説明 技術委員会 版 

JIS C 62368-1 機器 
JIS C 5381-11:2014 の表 B.1 による TOV 試

験（N-PE 及び L-PE） 
TC 108 4  

JIS C 5381-11 SPD 
附属書 B による TOV 試験 

（N-PE 及び L-PE） 
SC 37A 1 

分離器付き MOV の異常電圧試験電圧 

規格 適用 説明 技術委員会 版 

JIS C 62368-1 機器 
Vr × k = Utest 

1.25 ≤ k ≤ 2 

Utest = k × Ur （全モード） 
TC 108 4  

JIS C 5381-11 SPD 8.3.5 断路器及び過負荷 SPD の安全性能 SC 37A 1 

JIS C 5381-331 SPC 
JIS C 5381-331:2021 の 9.4 を参照 

（過熱保護付き MOV だけ） 
SC 37B 2 

IEC 61051-1 MOV 該当なし TC 40 3 

UL 1449/ 

CSA C22.2  

No.269 群 

MOV，素子組立及

び SPD 
制限電流異常過電圧試験を参照 STP 1449 5 
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附属書 G 

（参考） 

機器用 MOV／過熱保護付き MOV の選定方法 

図 G.1 は，MOV の寸法及び機器のパラメータに基づいた選定ガイドである。 

 

機器用 MOV の選定 

クランプ電圧 VC

の低い MOV を
選定か? 

サージパラメータ（継続時間，ピーク値，
デューティサイクル，製品寿命中の想定す
るサージ数）を特定し，連続電圧 VM（AC）

又は VM（DC）を決定 

機器へのサージの進入/経路を特定 

MOV の取付けタイプ及び位置（スルーホ
ール/SMT），配置（並列，及び/又は直列）
を選定 

適用の最大連続電圧 VM(AC)又は VM(DC)，想定
する電圧上昇（通常 20 %の裕度が必要），及
び安全標準の絶縁/絶縁要件に基づいて，
MOV 電圧 VVを決定 

MOV のインパル
ス電流定格 ITM は

十分か? 

MOV サージ耐久
定格(故障までの
動作)は十分か? 

システム/機器/適用の耐電圧を決定 

機器の耐電圧は 
MOV の制限電圧 VC以

上か? 

次に大きい直径
の MOV を確認
するか，電流/エ
ネルギー耐量を
増やすために
MOV を並列に配
置することを検
討。 

注記：ライン間：
システム電圧を確
認し，電気的障害
による変動を含む
電圧を考慮 

ラインと接地との
間: 接地障害による
電圧上昇を確認し，
耐電圧試験で電気的
障害による変動を含
む電圧を考慮。 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

はい 
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図 G.1－機器のための MOV／過熱保護した MOV の選定のフロー図 

  

MOV の静電容量
による挿入損失は
許容可能か？ 

MOV の漏洩電流
による電力損失は
許容可能か？ 

MOV の耐久性
（加速劣化試験性
能）は十分か？ 

全てのサージ 
経路は保護対策
を講じたか？ 

配線方法の見直し 

MOV は分離器 
(機器の過負荷保
護用)を使用か? 

MOV と関連分離器は TOV
試験又は異常電圧試験に合
格か?又は MOV 保護回路は

防火筐体内に収容か? 

機器用 MOV の選定完了 

・次に小さい MOV を検討 
・次に高バリスタ電圧
(VV)MOV を検討  

・オフ状態の容量減のた
めにMOVの直列配置を
検討 

・漏洩電流(電力損失)減
のため MOV と直列に
GDT 配置を検討 

・次に高バリスタ電圧
(VV)MOV の検討 

・漏洩電流(電力損失)
減のため MOV と直
列に GDT の配置を
検討 

過熱保護付き
MOV， 
ヒューズ， 
熱的結合部， 

TCO， 
ブレーカー等 
の設置検討 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

はい 

はい 

はい 

はい 

はい 

はい 
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附属書 H 

（参考） 

SPD のための MOV／過熱保護付き MOV の選定方法 

SPD 用の MOV の選定指針を，図 H.1 示す。 

 

 

機器の耐電圧は，
MOV クランプ電圧 Vc

又は SPD 保護レベル
（IEC:Uc，UL 

1449:VPR）以上か？ 

よ り 大 き な
MOV の直径寸
法を確認する
か，電流/エネ
ルギー容量を
増大するため
にMOVの並列
配置の検討 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

SPD 用 MOV の選定 

適用の最大連続使用電圧
VM(AC)又は VM(DC)の決定 

適用の最大連続使用電圧 VM(AC)又は VM(DC)，想定する電
圧上昇（通常 20 ％の余裕必要）及び安全規格の絶縁要

求事項に基づいたバリスタ電圧 VVの決定 

注記： 
ライン間: システム電
圧を確認し，電気的障害
による変動を含む電圧
を考慮 

MOV のインパルス定
格電流（IEC：In, Imax

及び Iimp UL1449：In）
は十分か？ 

ラインと接地間: 接地
障害による電圧上昇を
確認し，耐電圧試験で電
気的障害による変動を
含む電圧を考慮。 

MOV の定格サージ
耐久性（故障までの
動作）は十分か？ 

システム/機器/適用の耐電圧の決定 

低クランプ電
圧 Vcの MOV
の選定 

 

はい 

はい 

はい 
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図 H.1－機器用 MOV／過熱保護した MOV の選定のフロー図 

 

 

 

 

MOV の待機電流
による電力損失
は許容可能か？ 

 

はい 

MOV の耐久性
(加速劣化試験
性 能 ) は 十 分
か？  
 

はい 

はい 

はい 

はい 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

－次に高バリ
ス タ 電 圧
(VV) 
MOV の検討 
  

－漏洩電流(電
力損失)減の
ため MOV と
直列に GDT
の配置を検
討 

すべてのサージ
経路に保護対策
を講じたか？ 

 

配線方法の見直し 

MOV は分離器 
(機器の過負荷保
護用)を使用か？ 
 

SPD 用 MOV の選定完了 

 
過熱保護付き
MOV， 
ヒューズ， 
熱的結合部 
TCO， 
ブレーカー等
の設置検討 

いいえ MOV と関連分離器は TOV
試験又は異常電圧試験に合
格か?又は MOV 保護回路は

防火筐体内に収容か? 
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